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米国特許情報 

コンピュータ関連発明の特許適格性に関する最近の興味深い CAFC判例 
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１．はじめに 

CAFCは、2017年 8月 15日に、コンピュータ関連発明（ソフトウェア）の特許適格性に関

し、興味深い判決を下しました。多数派は、係争クレーム発明が抽象的概念を対象とするもので

はないと認定したのに対し、少数派は抽象的概念を対象とするものであると認定しました。本件

においてコンピュータ関連発明（ソフトウェア）の特許適格性がどのように判断されたのかを知

ることは、当該技術分野の米国特許プラクティスをする上で非常に有益であると考えます。 
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